
1 

   

 

内閣法制局行政文書管理規則案 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２７条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第２０８号）

第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政

文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適

性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣

議決定）及び同令第１１条第１項の規定に基づき定められた内閣法制局特定秘密

保護規程（平成２６年１２月８日内閣法制局訓令第６号）に基づき管理するもの

とする。 

 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２７条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第２０８号）

第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政

文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適

性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣

議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた内閣法制局特定秘密

保護規程（平成２６年１２月８日内閣法制局訓令第６号）に基づき管理するもの

とする。 

 

 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－２ 
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原子力防災会議行政文書管理規則 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 
（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２８条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密

をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の

保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し

統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１１条第１項の規定に基づき定め

られた原子力防災会議特定秘密保護規程（平成２６年閣原防第３０号）に基づき管理するものとする。 
 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 
（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２８条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密

をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の

保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し

統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定め

られた原子力防災会議特定秘密保護規程（平成２６年閣原防第３０号）に基づき管理するものとする。 
 

 

    附 則 

  この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－３ 

 



 

 

 

人事院行政文書管理規程案 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２９条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８

号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録

する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保

護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びそ

の解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２

６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１１条第１項の規定に基づき定めら

れた特定秘密の保護措置に関する規程（令和元年事務総長達乙第１９号）に基

づき管理するものとする。 

２ (略) 

 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２９条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８

号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録

する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保

護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びそ

の解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２

６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定めら

れた人事院特定秘密保護規程に基づき管理するものとする。 

２ (略) 

 

附 則 

この規程は、令和２年●月●日から施行する。 

 

 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－４ 
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内閣府本府行政文書管理規則案 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図

るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１１条第１項の規定に基づき定められた内閣府本府特定秘

密保護規程（平成２６年内閣府訓令第５４号）に基づき管理するものとする。 

 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図

るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた内閣府本府特定秘

密保護規程（平成２６年内閣府訓令第５４号）に基づき管理するものとする。 

 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

 

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－５ 
 

 



 
 

 

 

 

 

宮内庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２８条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０ 

８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する 

行政文書については，この規則に定めるもののほか，同法，特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成２６年政令第３３６号）及び特定秘密の指定及びその解除並びに適

性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決

定）（削る）に基づき管理するものとする。 

 

 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２８条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０ 

８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する

行政文書については，この規則に定めるもののほか，同法，特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成２６年政令第３３６号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性

評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決

定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた宮内庁特定秘密保護規程（平

成２６年１２月１０日宮内庁長官決定）に基づき管理するものとする。 

 

  附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－６ 
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公正取引委員会行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第２４条） 

  第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２４条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，同法，特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成 26年政令第 336 号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図る

ための基準（平成 26年 10月 14 日閣議決定）及び同令第 11条第１項の規定に基づき定められた公正取引委員会特定秘

密保護規程（平成 26年公正取引委員会訓令第 10号）に基づき管理するものとする。 

２ （略） 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第２４条） 

  第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２４条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，同法，特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成 26年政令第 336 号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図る

ための基準（平成 26年 10月 14 日閣議決定）及び同令第 12条第１項の規定に基づき定められた公正取引委員会特定秘

密保護規程（平成 26年公正取引委員会訓令第 10号）に基づき管理するものとする。 

２ (略) 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－７ 



1 

金融庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第２

７条の２・第２７条の３） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２７条の２ 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律

第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を

記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の

保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその

解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１

０月１４日閣議決定）及び同令第１１条第１項の規定に基づき定められた金融庁

特定秘密保護規程（平成２６年金融庁訓令第４９号）に基づき管理するものとす

る。 

目次 

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第２

７条の２・第２７条の３） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第２７条の２ 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律

第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を

記録する行政文書については、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の

保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）、特定秘密の指定及びその

解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１

０月１４日閣議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた金融庁

特定秘密保護規程（平成２６年金融庁訓令第４９号）に基づき管理するものとす

る。 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－８ 



1 

消費者庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

第 28 条  職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第 108号。以下「特定秘密保護法」とい

う。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定

めるもののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第 336 号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平

成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び特定秘密保護法施行令第１１条第１項の規定に基づき

定められた消費者庁特定秘密保護規程（平成２６年１２月９日消費者庁長官決定）に基づき管理するものとする。 

第 28 条  職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第 108号。以下「特定秘密保護法」とい

う。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定

めるもののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第 336 号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平

成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び特定秘密保護法施行令第１２条第１項の規定に基づき

定められた消費者庁特定秘密保護規程（平成２６年１２月９日消費者庁長官決定）に基づき管理するものとする。 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－９ 



1 

総務省行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分 は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次  

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３１条 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。（以下「特定秘密保護法」とい

う。））第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定

めるもののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。（以下「特定秘密

保護法施行令」という。））、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平

成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び同令 第１１条第１項 の規定に基づき定められた総務省

特定秘密保護規程（平成２６年総務省訓令第４７号）に基づき管理するものとする。  

目次  

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３１条 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。（以下「特定秘密保護法」とい

う。））第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定

めるもののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。（以下「特定秘密

保護法施行令」という。））、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平

成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び同令 第１２条第１項 の規定に基づき定められた総務省

特定秘密保護規程（平成２６年総務省訓令第４７号）に基づき管理するものとする。  

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１０ 



1 

公害等調整委員会行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次  

第 10 章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第 29条・第 30条） 

第 10 章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第 29 条 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号。以下「特定秘密保護法」という。）

第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるも

ののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成 26 年政令第 336 号。以下「特定秘密保護法施行

令」という。）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成 26年 10

月 14 日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び特定秘密保護法施行令第 11 条第１項の規定に基づき定められた公害

等調整委員会特定秘密保護規程（平成 26年公害等調整委員会訓令第４号）に基づき管理するものとする。 

目次  

第 10 章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第 29条・第 30条） 

第 10 章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第 29 条 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号。以下「特定秘密保護法」という。）

第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定めるも

ののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成 26 年政令第 336 号。以下「特定秘密保護法施行

令」という。）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成 26年 10

月 14 日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び特定秘密保護法施行令第 12 条第１項の規定に基づき定められた公害

等調整委員会特定秘密保護規程（平成 26年公害等調整委員会訓令第４号）に基づき管理するものとする。 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１１ 



1 

消防庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３

０条～第３１条） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１

０８号。（以下「特定秘密保護法」という。））第３条第１項に規定する特定秘密を

いう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定める

もののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年

政令第３３６号。（以下「特定秘密保護法施行令」という。））、特定秘密の指定及び

その解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６

年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び同令第１１条第１項の

規定に基づき定められた消防庁特定秘密保護規程（平成２６年消防庁訓令第８号）

に基づき管理するものとする。 

目次 

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３

０条～第３１条） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は、特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１

０８号。（以下「特定秘密保護法」という。））第３条第１項に規定する特定秘密を

いう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については、この訓令に定める

もののほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年

政令第３３６号。（以下「特定秘密保護法施行令」という。））、特定秘密の指定及び

その解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６

年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び同令第１２条第１項の

規定に基づき定められた消防庁特定秘密保護規程（平成２６年消防庁訓令第８号）

に基づき管理するものとする。 

附 則 

この訓令は、令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１２ 
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法務省行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第 10 章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第 32

条・第 33 条） 

第 10 章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第 32 条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108

号。以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるものの

ほか，特定秘密保護法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成 26 年政令第 336

号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図

るための基準（平成 26 年 10 月 14 日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び

同令第 11 条第１項の規定に基づき定められた法務省特定秘密保護規程（平成 26

年法務省秘総訓第５号大臣訓令）に基づき管理するものとする。 

目次 

第 10 章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第 32

条・第 33 条） 

第 10 章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第 32 条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108

号。以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるものの

ほか，特定秘密保護法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成 26 年政令第 336

号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図

るための基準（平成 26 年 10 月 14 日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び

同令第 12 条第１項の規定に基づき定められた法務省特定秘密保護規程（平成 26

年法務省秘総訓第５号大臣訓令）に基づき管理するものとする。 

 附 則 

この訓令は，令和２年 月 日から施行する。 



公安審査委員会行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次  

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３０条・第３１条） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘

密をいう。以下同じ。） である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，同法，特定秘密の

保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）及び特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統

一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）（削る）に基づき管理するものとする。 

第３１条 （略） 

目次  

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３０条・第３１条） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘

密をいう。以下同じ。） である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，同法，特定秘密の

保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた公安

審査委員会特定秘密保護規程（平成２６年１２月１５日公安審査委員会訓令第７号）に基づき管理するものとする。 

第３１条 （略） 

附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１４ 



1 

出入国在留管理庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次  

第 10 章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第 10 章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第 33 条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108 号）第３条第１項に規定する特定秘密を

いう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については，この規則に定めるもののほか，特定秘密保護法，特定秘

密の保護に関する法律施行令（平成 26 年政令第 336号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成 26年 10 月 14日閣議決定）及び同令第 11条第１項の規定に基づき定められた出入国在

留管理庁特定秘密保護規程（平成 31年入管庁総訓第 16 号長官訓令）に基づき管理するものとする。 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書の管理） 

第 34 条 （略） 

目次  

第 10 章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第 10 章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第 33 条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108 号）第３条第１項に規定する特定秘密を

いう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書については，この規則に定めるもののほか，特定秘密保護法，特定秘

密の保護に関する法律施行令（平成 26年政令第 336号），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成 26年 10月 14日閣議決定）及び同令第 12 条第１項の規定に基づき定められた出入国在

留管理庁特定秘密保護規程（平成 31年入管庁総訓第 16 号長官訓令）に基づき管理するものとする。 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書の管理） 

第 34 条 （略） 

附 則（令和２年●月●日入管庁総訓第●号） 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１５ 



1 

公安調査庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次  

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３３条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１

０８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録

する行政文書については，この規則に定めるもののほか，同法，特定秘密の保護

に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号），特定秘密の指定及びその解除

並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月

１４日閣議決定）及び同令第１１条第１項の規定に基づき定められた公安調査庁

特定秘密保護規程（平成２６年公安調査庁訓第１１号長官訓令）に基づき管理す

るものとする。 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘

密保全を要する行政文書の管理） 

第３４条 （略） 

目次  

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３３条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１

０８号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録

する行政文書については，この規則に定めるもののほか，同法，特定秘密の保護

に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号），特定秘密の指定及びその解除

並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月

１４日閣議決定）及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた公安調査庁

特定秘密保護規程（平成２６年公安調査庁訓第１１号長官訓令）に基づき管理す

るものとする。 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘

密保全を要する行政文書の管理） 

第３４条 （略） 

附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１６ 



  1  
 

最高検察庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 

第３０条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第

１項に規定する特定秘密をいう。）以外の公表しないこととされている情報が記録された

行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）は，次

の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものとする。 

  

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた最高検察庁特定秘密保護規程（平成２

６年最高検訓第２号検事総長訓令）に基づき管理するものとする。  

 

 （特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

 

 第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１７ 
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(1)・(2) （略）

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

(1)～(3) （略） 

（削る） 

(4) (1)から(3)に記載のない文書

(1)から(3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項

①・② （略）

(1)・(2) （略）

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から(4)に記載のない文書

(1)から(4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項

①・② （略）

附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。
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東京高等検察庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分 は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第３０条 削除 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密 （特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条

第１項に規定する特定秘密をいう。）以外の公表しないこととされている情報が記録され

た行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）は，

次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものとす

る。 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた東京高等検察庁特定秘密保護規程（平

成２６年東高訓第５号検事長訓令）に基づき管理するものとする。 

 （特定秘密以外の 公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密

保全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

(1)・(2) （略）

 第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１８ 



  2  
 

 (1)・(2) （略） 

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

 (1)～(3) （略）  

（削る） 

 

 

 

(4) (1)から (3)に記載のない文書 

(1)から (3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項 

①・② （略） 

  

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする。 

 (1)～(3) （略）  

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書 

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から (4)に記載のない文書 

(1)から (4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項 

①・② （略） 

 

 
附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 
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大阪高等検察庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 

第３０条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第

１項に規定する特定秘密をいう。）以外の公表しないこととされている情報が記録された

行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）は，次

の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものとする。 

  

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた大阪高等検察庁特定秘密保護規程（平

成２６年大阪高検訓令第８号検事長訓令）に基づき管理するものとする。  

 

 （特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

 

 
第８２回公文書管理委員会資料 
内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－１９ 
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(1)・(2) （略）

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

(1)～(3) （略） 

（削る） 

(4) (1)から(3)に記載のない文書

(1)から(3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項

①・② （略）

(1)・(2) （略）

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から(4)に記載のない文書

(1)から(4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項

①・② （略）

附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。
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名古屋高等検察庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 

第３０条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第

１項に規定する特定秘密をいう。）以外の公表しないこととされている情報が記録された

行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）は，次

の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものとする。 

  

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた最高検察庁特定秘密保護規程（平成２

６年最高検訓第２号検事総長訓令）に基づき管理するものとする。  

 

 （特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

 

 

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－２０ 
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(1)・(2) （略） 

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

 (1)～(3) （略）  

（削る） 

 

 

 

(4) (1)から(3)に記載のない文書 

(1)から(3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項 

①・② （略） 

  

 (1)・(2) （略） 

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移管・

廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準において

移管と判断される場合には移管するものとする。 

 (1)～(3) （略）  

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書 

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から(4)に記載のない文書 

(1)から(4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項 

①・② （略） 

 

 

附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 
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広島高等検察庁行政文書管理規則改正案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第３０条 削除 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第

１項に規定する特定秘密をいう。）以外の公表しないこととされている情報が記録された

行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）は，次

の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものとする。 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた広島高等検察庁特定秘密保護規程（平

成２６年広高訓第８号検事長訓令）に基づき管理するものとする。 

 （特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－２１ 
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 (1)・(2) （略） 

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

 (1)～(3) （略）  

（削る） 

 

 

 

(4) (1)から(3)に記載のない文書 

(1)から(3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項 

①・② （略） 

  

 (1)・(2) （略） 

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする。 

 (1)～(3) （略）  

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書 

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から(4)に記載のない文書 

(1)から(4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項 

①・② （略） 

 

 
附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 
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福岡高等検察庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 

第３０条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第

１項に規定する特定秘密をいう。）以外の公表しないこととされている情報が記録された

行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）は，次

の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものとする。 

  

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた福岡高等検察庁特定秘密保護規程（平

成２６年福高企訓第５６８号検事長訓令）に基づき管理するものとする。  

 

 （特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

 

 
第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－２２ 
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(1)・(2) （略）

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

(1)～(3) （略） 

（削る） 

(4) (1)から(3)に記載のない文書

(1)から(3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項

①・② （略）

(1)・(2) （略）

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から(4)に記載のない文書

(1)から(4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項

①・② （略）

附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。
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仙台高等検察庁行政文書管理規則案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現 行 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

第３０条 削除 

（公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書の管理） 

第３１条 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第

１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）以外の公表しないこととされている情報が

記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書（（削る）以下「秘密文書」という。）

は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，指定するものと

する。 

目次 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３０条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「特定秘密保

護法施行令」という。），特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一

的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）

及び同令第１２条第１項の規定に基づき定められた仙台高等検察庁特定秘密保護規程（平

成２６年仙高訓第７号検事長訓令）に基づき管理するものとする。 

 （特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３１条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

(1)・(2) （略）

第８２回公文書管理委員会資料 

内閣府大臣官房公文書管理課 

資料１－２３ 
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 (1)・(2) （略） 

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする 。 

 (1)～(3) （略）  

（削る） 

 

 

 

(4) (1)から(3)に記載のない文書 

(1)から(3)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(5) 注意事項 

①・② （略） 

  

２～１０ （略） 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ 基本的考え方 

 （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準にお

いて移管と判断される場合には移管するものとする。 

 (1)～(3) （略）  

(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書 

特定秘密である情報を記録する行政文書については，この表に定めるもののほか，

特定秘密保護法，特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を

行うものとする。 

(5) (1)から(4)に記載のない文書 

(1)から(4)に記載のないものに関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機

関において個別に判断するものとする。 

(6) 注意事項 

①・② （略） 

 

 
附 則 

この訓令は，令和２年●月●日から施行する。 




